


 

⑥ ステークホルダーとの関係については、相手国政府のコミットがなく企業が行う調査であると

いう限界から、次のステップで「協議」を組み込むためのきっかけとなるよう、「情報収集」や

「ヒアリング」を行うというのが適当ではないか。 

⑦ 一方で、JBICガイドラインにおいて、「早期の段階から、・・・地域住石丼ステーÅ ∵


